
                 

平成26年度 第２回横浜市精神保健福祉審議会 

 

平成27年３月20日（金） 

午後３時～午後５時（予定） 

障害福祉部大会議室（ＫＲＣビル6階） 

 

≪次 第≫ 

１ 開会 

２ 障害福祉部長挨拶 

３ 議題 

(1) 横浜市の退院促進に向けた取組について（資料１、補足資料及び参考資料１～3） 

(2) 精神障害者の住まいに関する検討部会（仮称）設置について(議題２当日追加資料) 

４ 報告 

(1) 病院の敷地内における指定共同生活援助の事業等の経過的特例について（資料２、

補足資料）   

(2) 精神障害者生活支援センター事業報告について（資料３） 

(3) 平成27年度予算について（資料４） 

(4) 横浜市障害者プランについて （資料５） 

 

【配 付 資 料】 

・資料１ 今後の退院促進に関する方向性について 

・資料２ 病院の敷地内におけるグループホームについて 

・資料３ 精神障害者生活支援センター事業報告 

・資料４ 平成27年度予算（抜粋） 

・資料５ 第３期横浜市障害者プラン原案(写) 

・資料６ 横浜市精神保健福祉審議会条例 

・資料７ 横浜市精神保健福祉審議会運営要領 

・議題２当日追加資料  精神障害者の住まいに関する検討部会（仮称）設置について 
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今後の退院促進に関する方向性について 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

H26.4 月 改正精神保健福祉法施行 

     ・医療保護入院制度の見直し（精神科病院への退院後生活環境相談員の設置等） 

     ・良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針（入院医療から

地域生活への移行の推進など) 

  7 月 「長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策に係る検討会」による報告書とり

まとめ（退院に向けた意欲の喚起や、居住の場やサービスの確保など地域生活に向けた

支援の充実について記載） 

11 月 全国介護保険担当課長会議 

   ３年間で約 18,000 人の長期入院高齢者が精神科病院より退院する見込み 

H27. 1 月 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の改正 

     ・平成 36 年度末まで一定の条件を満たす場合に精神病床の削減を行った場合の病院敷

地内において指定共同生活援助の事業等を行うことができる特例 

 

 

 精神科病院実地指導の際に、退院に向けた取組についてヒアリングを実施しました。 

（主な意見と退院に向けた課題について） 

○「法改正により入院期間をより意識して支援をすることが多くなった」「退院に向けた取組を記

載する中で精神保健福祉士と看護師が支援の方向性を議論する機会が増えた」など、病院職員へ

の意識づけや、職種間での連携が進んだという病院が多くありました。 

○患者さんの意識も変わってきているという声の一方で、逆に退院させられてしまうのではないか

と不安になる患者、制度が理解できず混乱してしまう患者、また家族から看取りを含めてお願い

されることもあるという声もありました。 

○また、退院後に生活できる施設が無いなど、社会復帰施設やグループホームなど地域の社会資源

の充実が必要だとする意見も見られました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全国と横浜市の比較から見える状況】 

・横浜市は 20 歳以上 40 歳未満の患者の割

合は、全国より多くなっています。また、75

歳以上の割合は全国より少なくなっています。

・半年未満で早期に退院する人の割合が多

く、一年以上の長期入院患者は少ない傾向に

あります。 

・家庭復帰等の在宅生活に戻る人の割合が多

く、施設等に退院する人の割合は少なくなって

おり、一年後の残留患者の割合は少なくなって

います。 

２ 今後の取組の方向性 
○制度改正を受け、多くの精神科病院で、退院後生活環境相談員の設置などの退院に向けた患者支援が動き出してきています。今後の退院促進のためには、制度についての関係者や患者などへの更な

る浸透が必要であり、また、地域での受け皿となる相談体制の確保や社会復帰施設やグループホームなどの地域の基盤の強化が求められます。 

○入院期間については国との比較で言えば短い傾向にあるものの、半数以上の患者が１年以上の期間、入院している現状があります。退院促進を進めるとともに、また、在宅で生活をしていても、

病状に応じて入院ができる状態を生み出していく必要があります。 

○長期で入院している患者が、在宅やグループホームなど地域に戻り、安心した生活が送れるように市としても 

① 退院支援の充実強化 

② 退院後も精神疾患患者が安心して暮らせる地域づくり 

これら二つの取組を両輪のものとして一体的に進めていくことで、退院促進を進めていきます。 

１ 退院促進に関する現状 

平成 23 年 6 月の入院患者の
その後１年後の状況 在院患者数（年齢階級別） 

◇精神科病院ヒアリング結果について 

◇国の動向 ◇入院患者の現状 

資料１ 

平成 24 年度 630 調査参照 

（横浜市調査協力病院数は 26 病院、病床数は 4,791 床） 

退院先

家庭復帰等 21,287人 64.4% 432人 69.6%

GH・CH・社会復帰施設等 2,867人 8.7% 34人 5.5%

転院 3,646人 11.0% 78人 12.6%

死亡 1,043人 3.2% 9人 1.4%

残留患者 4,206人 12.7% 68人 11.0%

合計 33,049人 100% 621人 100.0%

全国 横浜市年齢階級

20歳未満 1,964人 0.6% 80人 2.0%

20歳以上
40歳未満

23,545人 7.8% 464人 11.7%

40歳以上
65歳未満

121,032人 40.1% 1,599人 40.3%

65歳以上
75歳未満

69,945人 23.1% 940人 23.7%

75歳以上 85,670人 28.4% 886人 22.3%

合計 302,156人 100.0% 3,969人 100.0%

全国 横浜市

平成 23 年 6 月在院患者数 

在院期間

六ヶ月未満 79,106人 26.2% 1,365人 34.4%

六ヶ月以上一年未満 25,968人 8.6% 434人 10.9%

一年以上５年未満 88,090人 29.2% 1,104人 27.8%

５年以上１０年未満 41,942人 13.9% 433人 10.9%

１０年以上２０年未満 33,899人 11.2% 402人 10.1%

２０年以上 33,151人 11.0% 231人 5.8%

合計 302,156人 100.0% 3,969人 100.0%

全国 横浜市



３ 取組について 
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退院後も精神疾患患者が安心して暮らせる地域づくり 

◆グループホームの設置運営 
 ・共同生活住居 

   グループホームの設置を進め、グループホーム運営の支援を充実します。  

 ・サテライト型住居 

   グループホームの趣旨を踏まえつつ、一人で暮らすというニーズにも応えていくため、支援形態の一

つとしてサテライト型住居の活用について働きかけます。また、サテライト型から、さらに一人暮らし

を実現するための支援の方法について検討します。 

  ※【参考】グループホーム数（精神）：９２か所（2７年２月時点） 

◆民間住宅への入居推進 
 グループホームから一人暮らしを希望する障害者が地域で生活しやすくなるように、これまでの取組

 と併せて一体的な支援体制を構築します。 

 ・民間住宅あんしん入居事業 

・民間住宅入居の促進 

  グループホーム等から民間賃貸住宅への転居や、その後の単身生活が安心して送れるための仕組に 

  ついて検討します。 

 

 ◆精神保健福祉相談 
   身近な区役所において、地域の医療機関の情報や、多職種で連携した精神保健福祉に関する相談に応じていきま

す。 

 ◆様々な相談支援機関等 

  区役所の他に、生活支援センターなどの一次相談支援機関が精神障害のある方の様々な相談に応じていきま 

 す。また、各指定特定相談支援事業所が計画相談支援を利用する方の支援を行います。  

 ◆自立生活アシスタント 
   地域で単身等で生活する障害者に対して、自立生活アシスタントが、その障害特性を踏まえて、具体的な生活場

面での社会適応力を高める助言を中心とした支援をおこないます。※【参考】実施箇所 １８か所（27 年度予定） 

 ◆後見的支援制度 
   障害福祉サービスに係る支援が必要とされていない時から関係性を持つことにより、「親亡き後も安心して地域

生活が送れる仕組みの構築」を行います。 

◆精神科救急医療体制の充実 
 ・患者家族等からの相談や、精神保健福祉法に基づく申請・通報・届出に対応する体制を確保します。 

 また、新たに夕方から夜間にかけて受入病院を確保し、体制を強化します。（平日週２日程度） 

※【参考】三次救急通報件数 719 件、二次救急相談件数 3,439 件 （２５年度実績） 

 ・精神疾患を合併する身体救急患者の円滑な救急搬送に向けて、救急医療体制を構築します。 

 

相 談 等 住まいの支援 

精神科救急 

地域生活を支えるサービス 

◆障害福祉サービスの提供 
  自ら希望するところで暮らしていくために、引き続き精神障害のある人やその家族にとって必要なサー

ビス（居宅介護、日中活動、短期入所等）を提供する事業を実施します。 

   

 
退 院 支 援 の 充 実 強 化 

◆地域移行支援（国制度） 

  障害者施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者につき、住居の確保 

その他の地域における生活に移行するための相談・同行等必要な支援を行います。 

 【平成 26 年度実績（H27．１月まで）】退院者数 10 人 

◆地域移行・地域定着支援事業（市独自事業） 

  精神科病院との協働活動を通じた連携体制の構築や、障害者総合支援法の「地域移行支援」の利用に 

至らない方への退院の動機付け、退院後のフォロー等を行い、地域移行及び定着を支援します。 

 【平成 26 年度実績（H27．１月まで）】退院者数 22 人（速報値） 

◆精神障害者地域生活推進事業（市独自事業） 

  精神科病院に入院中の利用者等について、地域移行のための外泊体験の機会を提供します。  

  【平成 26 年度実績（H26．12 月まで）】利用実人数 74 人 延べ宿泊数 664 泊 

◆退院支援に携わる病院スタッフへの支援 
精神科病院実地指導の場において、精神保健福祉法の的確な運用について確認し、また、各病院の行う

退院後生活環境相談員の取組などの退院に向けた取組に関するヒアリングなどを通じて病院ごとの成果

や課題を把握し、意見交換を行うことで退院促進につなげます。 

また、退院後生活環境相談員及び地域で活動する退院支援スタッフ向けの実務研修会を実施すること

で、事例の共有や関係作りを促進します。 

さらに、精神科病院事務長会議等の場を活用して、退院促進に関する情報提供などを行っていきます。

精神科病院の取組への支援 
入院患者への支援 

（精神障害対応） 



退院促進へ向けた取組について（補足資料） 

 

 平成 26 年度第１回精神保健福祉審議会にてご説明した取組についての時点報告を行

います。 

 

本市の退院促進の取組状況 

 １ 個別支援サービスを利用した退院支援 

  （1）地域移行支援（障害者総合支援法サービス） 

  【利用実績】 

 支給決定者数 退院者数 

平成 25 年度末 14 人 ７人 

平成 27 年１月末 14 人 10 人 

（2）横浜市精神障害者地域移行・地域定着支援事業（横浜市退院サポート事業） 

【利用実績】 

 利用者総数 退院者数 

平成 25 年度末 68 人 19 人 

平成 27 年度１月末 75 人 22 人（速報値）

  （3）横浜市精神障害者地域生活推進事業（通称：横浜市チャレンジ事業） 

  【利用実績】 

 利用実人員 延べ宿泊数 退院者数 

平成 25 年度 76 人 923 泊 36 人 

平成 26 年度 

（４月～12 月） 
74 人 664 泊 年度末確定 

 

 ２ 精神科病院スタッフに対する退院促進に関する研修の開催 

（1）精神科病院職員向け研修の実施状況 

     平成 26 年 10 月 16 日 13:30～16:30 横浜市開港記念会館（中区） 

     参加者 精神科病院精神保健福祉士等（28 医療機関 48 名） 

         精神障害者生活支援センター（９施設 18 名） 

         区福祉保健センターMSW（６区６名） 

     内容  本市退院促進に向けた取組について 

         地域移行における病院・地域の連携強化について 

         事例発表、グループワーク等 

     結果等 精神障害者生活支援センター所属の地域移行担当職員と精神科病 

         院所属の退院後生活環境相談員の関係が深まった。 

         担当者レベルで集まり、意見交換会を開催する等の積極的な動きに 

         つながっている。 

         退院に向けた意欲の喚起をねらいとした協働活動について、意義や 

         効果等の理解が深まった。 

    （2）平成 27 年度研修予定 

         平成 26 年度と同様の内容の研修を開催する予定。 

 

資料１補足資料 



 ３ 訪問看護の利用率向上へ向けた取組について 

   （1）自立支援医療利用者で訪問看護ステーションを利用している方の推移 

     ・平成 23 年度末  450 人（46,328 人）0.97％  

・平成 24 年度末  639 人（49,015 人）1.30％ 

     ・平成 25 年度末  773 人（50,677 人）1.52％ 

     ・平成 27 年１月末  1,005 人（52,384 人）1.91％ 

    

   （2）精神科訪問看護実施事業者拡大へ向けた取組 

 平成 27 年１月、自立支援医療（精神通院医療）の指定を受けていない４か

所の訪問看護事業者に対してヒアリングを実施しました。その中で、自立支援

医療（精神通院医療）制度についての理解や周知が不十分である状況が確認さ

れました。 

 平成 27 年５月、訪問看護事業者向けの介護保険制度の説明会の中で、自立

支援医療指定訪問看護ステーションの指定申請に関する周知を行っていく予

定です。 

 

 ４ 高齢の長期入院患者に対する退院支援について 

     今後、精神科病院に入院している患者のうち 65 歳以上の入院者についても

多くの退院が見込まれることから、退院先として介護保険施設だけではなく養

護老人ホームや軽費老人ホーム等を検討いただくよう、調整の手順を整理し、

精神科病院に対し周知を行っていきます。 

    

 詳細については、平成 27 年３月 25 日に開催される精神科病院事務長・医事

担当者会議において上記施設活用について説明していく予定です。 



計 男 女

25 77,961 38,049 39,912 5,408 4,556 21,116 31,457 7,053 630 1,451 698 1,559 642 3,391

24 74,239 35,585 38,654 5,264 4,401 21,130 29,158 6,651 627 1,380 663 1,140 533 3,292

23 71,417 33,596 37,821 4,751 4,020 20,966 27,575 6,102 1,149 1,592 639 939 460 3,224

総数 症状性を含む器質
性精神障害

精神作用物質使用
による精神及び行
動の障害

統合失調症、統合
失調症型障害及び
妄想性障害

気分（感情）障害
挿間性及び発作性
障害

■精神保健福祉手帳所持者数（単位：人）

精神保健福祉関係データ

■精神障害者基礎把握数(各区福祉保健センターが相談等により把握している人数）(単位：人　各年度末現在）

神経症性障害、スト
レス関連障害及び
身体表現性障害

生理的障害及び身
体的要因に関連し
た行動症候群

成人の人格及び行
動の障害

知的障害（精 神遅
滞）

心理的発達の障害

小児（児童）期及び
青年期に通常発症
する行動及び情緒
の障害

年度

（年度別交付者数） （区別交付者数）（平成25年度）

総数 １    級 ２    級 ３    級 総数 １    級 ２    級 ３    級

平成10年度 1,979 3,938 1,023 1,981 934 鶴 見 区 1,007 1,771 193 972 606

平成11年度 1,363 4,563 1,108 2,400 1,055 神 奈 川 区 864 1,579 178 896 505

平成12年度 2,764 5,465 1,167 2,977 1,321 西 区 349 686 73 340 273

平成13年度 3,551 6,430 1,221 3,646 1,563 中 区 1,007 1,908 223 1,041 644

平成14年度 3,900 7,588 1,314 4,485 1,789 南 区 1,130 2,067 202 1,108 757

平成15年度 5,098 9,066 1,450 5,272 2,344 港 南 区 1,000 1,856 173 1,076 607

平成16年度 5,826 10,702 1,641 5,923 3,138 保 土 ケ 谷 区 819 1,534 155 822 557

平成17年度 7,476 12,417 1,803 6,900 3,714 旭 区 959 1,892 201 1,078 613

平成18年度 7,033 14,133 1,936 7,813 4,384 磯 子 区 680 1,251 128 667 456

平成19年度 8,686 15,723 2,033 8,642 5,048 金 沢 区 720 1,320 123 735 462

平成20年度 9,537 17,304 2,206 9,341 5,757 港 北 区 1,031 1,888 215 1,010 663

平成21年度 10,833 19,152 2,355 10,309 6,488 緑 区 595 1,180 118 664 398

平成22年度 11,004 20,912 2,499 11,368 7,045 青 葉 区 756 1,344 121 708 515

平成23年度 13,216 22,785 2,669 12,387 7,729 都 筑 区 490 857 97 409 351

平成24年度 13,356 24,538 2,694 13,399 8,445 戸 塚 区 1,094 2,082 270 1,131 681

平成25年度 14,216 26,475 2,870 14,497 9,108 栄 区 472 919 110 521 288

泉 区 638 1,202 139 680 383

瀬 谷 区 605 1,139 151 639 349

年 度 交付者数
所      持      者      数 年 度

行 政 区
交付者数

所      持      者      数
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■自立支援医療（精神通院医療受給者数）（単位：人） 　　　　　■医療機関の状況

平成24年度 平成25年度
鶴見区 3,240 3,433

神奈川区 2,874 3,034

西区 1,261 1,352

中区 3,123 3,231

南区 3,552 3,692 　　　　　　■地域生活を支える社会資源

港南区 3,304 3,394

保土ヶ谷区 2,786 2,883

旭区 3,544 3,643

磯子区 2,256 2,306

金沢区 2,637 2,669

港北区 3,496 3,632

緑区 2,362 2,393

青葉区 3,036 3,121

都筑区 1,796 1,851

戸塚区 3,714 3,797

栄区 1,742 1,775

泉区 2,229 2,323

瀬谷区 2,063 2,148

計 49,015 50,677

病院・
診療所

薬局
指定訪問
看護事

業者等

407 1,367 108

（自立支援医療（精神通院）指定医療機関数）（平成25年度末）

宿泊型自立訓練施設 ３か所 定員70人

２か所定員計10人

１か所は空床利用

共同生活援助 103か所 定員719人

就労継続支援Ａ型 20か所 定員305人

就労継続支援Ｂ型 36か所 定員733人

地域活動支援センター

精神障害者地域作業所型

生活支援センターＡ型 ９か所

生活支援センターＢ型 ９か所

自立生活アシスタント
（精神障害対応）

17か所 平成27年度１か所

精神障害者
生活支援センター

障害者総合支援法

短期入所施設 ３か所

72か所
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      障害者自立生活アシスタント事業 事業概要 

 

 

 

１ 事業の目的 

  この事業は、障害者地域活動ホーム、精神障害者生活支援センター、障害者施設等に配置した自

立生活アシスタント（以下、「アシスタント」）が、施設の専門性を活かし、障害の特性を踏まえた

生活力、社会適応力を高めるための支援を行うことにより、単身等で生活する障害者の地域生活を

維持することを目的としています。 

 
２ 事業の概要 

事業開始年度 

平成 13 年度 

平成 19 年度より精神障害者へ支援開始 

平成 22 年度より発達障害者、高次脳機能障害者へ支援開始 

支援対象者 

次のいずれかに該当する障害者 

1 単身者 

2 同居家族の障害、高齢化、長期にわたる病気等で日常生活の支援を受け

られない者 

3 家族と同居又はグループホームに入居しているが、アシスタントの支援

を利用しながら、単身生活等への移行を希望する者 

支援内容 

【訪問による生活支援】 

・ 衣食住に関する支援  

・ 健康管理に関する支援  

・ 消費生活に関する支援  

・ 余暇活動に関する支援  

【コミュニケーション支援】 

・ 対人関係の調整  

・ 職場・通所先との連絡調整 

 

 

自立生活アシ

スタントの配置 

横浜市から委託を受けた事業所が、アシスタントを複数配置しています。その

うち 1名は対象の障害者の支援について相当の経験（5年以上）と知識を有し、

障害特性を踏まえた支援を行える専任の常勤職員です。 

支援の 

対象地域 

支援の対象地域は実施事業所の所在区および近隣区を原則とし、各事業所ごと

に対象地域を設定しています。（対象地域外の方を拒むものではありません。）

利用手続き 

各区福祉保健センターまたは各事業所へ相談し、アシスタントに支援を依頼し

たい内容を話し合った上で、利用申請を行います。各事業所は支援を希望する

方の申請に基づき、利用者の登録を行います。 

利用者負担 なし 

登録者数 1 施設あたりの登録者数は概ね 25 人程度としています。 
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■障害者自立生活アシスタント事業 利用の流れ 

 

① 利用相談： まずは区役所、もしくは、アシスタント事業所に相談をします。 

区障害者支援担当ＣＷ／ＭＳＷ、 
生活保護ＣＷ、地域活動ホーム、 
生活支援センター、医療機関、 
一次・二次相談支援機関、 
あんしんマネージャー、 
日中活動先 など 

     

対象者

の把握 相談 

支援内容の説明

 

  

  ※相談については可能な限り対応した上で、利用登録についてのアセスメントをします。 

 

② 利用登録： 書面で利用登録をします。 

                                  

署名

 
【利用登録書】 

  

  ※明らかに支援が必要な状況でも、アシスタント事業の利用登録にご本人の同意が得られない 

場合もあります。その際には柔軟な対応を行います。 

 

③ 支援開始～支援終結： 個別支援計画書に基づき、関係機関と連携をしながら支援を行います 

                                  

 

 
【個別支援 

計画書】 

 

                          

 

※アシスタントの支援に利用期限はありませんが、おおむね６ヶ月～１２ヶ月ごとに個別支援計画を見直し、

支援の終結の見通しについても検討をします。 
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市第 215 議案 横浜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、 

運営等の基準に関する条例の一部改正 

 

１ 改正の趣旨 

  「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害

福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準及び厚生労働省関係構造改

革特別区域法第 34 条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定

める省令の一部を改正する省令」が平成 27 年１月 16 日に公布され、平成 27 年４月

１日に施行されます。 

これに伴い、省令の改正内容を本市条例に反映するため、「横浜市指定障害福祉サー

ビスの事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例」（平成 24 年 12 月横浜市条

例第 64 号）の一部を改正します。 

 

２ 改正内容 

 (1) 障害福祉サービスの基準該当生活介護及び基準該当短期入所の事業所の対象に、

介護保険制度の指定看護小規模多機能型居宅介護事業所を追加します。【条例第 97

条、第 111 条】 

   「基準該当」：指定障害福祉サービスとしての基準は満たしていないものの、そ

れに準じた人員配置等の要件を満たすものとして認められたもので、

給付費の支給対象となるもの。 

 (2) 指定共同生活援助事業所（障害者グループホーム）において、障害支援区分等に

関する一定の要件を満たす者に、当該事業所以外の外部のヘルパー等を利用するこ

とが経過的に認められていますが、その期限を平成 27 年３月 31 日から平成 30 年

３月 31 日に延長します。【条例附則第６項、附則第７項】 

 

３ 施行期日 

  平成 27 年４月１日 

 

 

 

 

平 成 2 7 年 ３ 月 1 1 日

健康福祉・病院経営委員会

配 付 資 料

健 康 福 祉 局

資料 2 補足資料 
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(1) 省令の内容 「病院の敷地内における指定共同生活援助の事業の経過的特例」 

   指定共同生活援助（障害者グループホーム）については、病院敷地内への設置は

認められていませんが、長期入院精神障害者の地域移行を促進するため、平成 36 年

度末までの間、一定の要件を満たす場合に、精神科病院の敷地内において障害者グ

ループホームの事業を試行的に行うことができるとする特例を設けるものです。 

      ＜主な要件＞ ・病院の精神病床の減を伴うものであること 

             ・構造的に独立性が確保されていること 

             ・利用期間を原則として２年以内とすること など 

(2) 条例改正を見送る主な理由 

 ・ 病院敷地内の設置については、精神障害者関係団体から障害者の地域移行に逆行 

するものであるとの反対もあり、本市としても、今後、他の都道府県の実施状況を 

見つつ、その実行性や効果等を見極めた上で、導入の要否をあらためて検討する必 

要があると考えられること。 

・ 平成 36 年度末までの間の試行的な実施であり、今後３年間の実績を踏まえて、 

 ４年後を目途にサービスのあり方の検討が行われる経過的なものであること。 

◎今回の省令改正のうち条例改正を見送る事項



精神障害者生活支援センター事業報告 

 
■ 事業状況 ※別紙統計 

横浜市の総合計画である「ゆめはま 2010 プラン基本計画」（平成 6 年度）において、精神障

害者が地域で安定した生活を送るために生活支援を行う拠点施設として、『精神障害者生活支援

センター』の各区１ヶ所整備が計画された。 

 以降、平成 11 年５月の神奈川区生活支援センターの第１館目開設から始まり、平成 25 年３

月中区生活支援センター開所で、18 区１館整備が完了した。 

 精神障害者手帳保持者増加傾向のなか、生活支援センターの役割がより一層重要なものにな

ってきている。 

 
■ 「第３期横浜市障害者プラン」より （本文抜粋（第 3章 取組２－２）） 

   「生活支援センターの運営」 

   設置当初の居場所機能だけではなく、既存のサービスを整理・再構築した上で、早期対応や

生活支援センターに来られない方など、精神障害者の相談機能に重点を置いた支援の充実を図

ります。 

 
■ 平成 27年度の取組 

① 食事提供に関するモデル事業の実施 

・夕食サービスの提供日数を削減し、相談事業の機能強化を目指します。 

・モデル事業実施期間：平成 27年４月から平成 28 年３月まで 

・事業実施生活支援センター及び内容 

実施生活支援センター 食事提供日 

保土ケ谷区生活支援センター（Ａ型） 【夕食】月火水木日（週５） 

緑区生活支援センター（Ａ型） 【夕食】火金日（週３） 

戸塚区生活支援センター（Ｂ型） 【夕食】火木（週２） 

【昼食】土（週１） 

 
② 障害者自立生活アシスタント事業の事業所拡大 

・障害者が地域で自立した生活を送ることができる社会を実現するために、身近な地域での日

常生活上の相談・助言、情報提供、コミュニケーション支援を総合的に行うための事業。 

・平成 27年度 精神障害者を対象とした事業所として、新規で戸塚区生活支援センターが開始

予定。 

【従来より実施している事業所】 

・Ａ型（公設民営型）生活支援センター９か所にて指定管理業務として実施 

・Ｂ型（民設民営型）生活支援センター７か所は委託業務として実施 

（旭、金沢、泉、南、都筑、青葉、瀬谷） 

    ※その他、知的障害等を対象に 22 箇所で実施 

平成 27年３月 20日 

精神保健福祉審議会資料 

健康福祉局障害支援課 

資料３ 



【資料】平成25年度精神障害者生活支援センター事業実績

１　Ａ型　公設民営型（指定管理）

鶴見

２　Ｂ型　民設民営型

磯子 港北神奈川 栄 港南 保土ケ谷 緑
353 353 353 353 353開所日数 353 353 353 353

654 357登録者数 931 989 1,498 822 973 1,090 1,126
9,490 9,168 9,657 17,749 9,135実利用者数 13,478 9,838 11,182 14,267

50 26（一日平均） 38 28 32 40 27 26 27
24,505 21,912 27,161 25,811 20,575利用者数（延） 30,016 22,956 25,930 26,031

73 58（一日平均） 85 65 74 74 69 62 77
9,844 9,955 10,555 19,201 9,614来館者数 14,023 10,829 11,972 15,498

18 16（一日平均） 20 15 16 24 18 14 11
8,365 6,362 4,942 3,839 6,391 5,679

各
サ
ー

ビ
ス

食事サービス（延） 6,961 5,202 5,793
11 18 16（一日平均） 20 15 16 24 18 14

1,193 336 816 1,410入浴サービス（延） 3,349 185 1,529 481 408
4（一日平均） 10 1 4 1 1 3 1 2

206 70 371 320洗濯サービス（延） 0 226 233 250 224
1（一日平均） 0 1 1 1 1 1 0 1

644 426 309 329ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｻｰﾋﾞｽ（延） 499 42 50 91 377
1（一日平均） 1 0 0 0 1 2 1 1

11,724 16,431 6,224 10,761電話相談（延） 15,578 11,993 13,813 10,295 14,536
31（一日平均） 44 34 39 29 41 33 47 18

885 2,436 1,463 1,137面接相談（延） 1,293 1,487 1,575 1,851 1,108
3（一日平均） 4 4 5 5 3 3 7 4

233 175 386 200訪問・同行 415 134 145 238 125
1（一日平均） 1 0 0 1 0 1 1 1

3,891 3,048 11,933 3,875面接（非構造） 1,849 4,104 1,428 1,813 1,486
11（一日平均） 5 12 4 5 4 11 9 34

197 57 73 54自主事業 203 108 133 69 149
1,002（参加人員） 1,441 1,412 1,254 495 1,237 1,711 724 851

15 26 12 11地域交流事業 22 40 24 13 57
72（参加人員） 635 2,462 1,019 322 312 45 131 393

登録者数
実利用者数

（一日平均）
利用者数（延）

（一日平均）
来館者数

開所日数
旭

419

32

（一日平均）

各
サ
ー

ビ
ス

食事サービス（延）
（一日平均）

入浴サービス（延）
（一日平均）

洗濯サービス（延）
（一日平均）

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｻｰﾋﾞｽ（延）
（一日平均）

面接（非構造）
（一日平均）

自主事業
（参加人員）

地域交流事業
（参加人員）

電話相談（延）
（一日平均）

面接相談（延）
（一日平均）

訪問・同行
（一日平均）

都筑 青葉 西 戸塚 瀬谷
255 256 259 259 255

金沢 泉 南
256 243 255 251

557 398 747 485 553 109 430 290
8,115 3,516 3,218 4,929 2,558 3,110 2,809 4,055 3,416

14 12 19 10 12 12 16 14
15,720 9,005 5,638 9,734 7,214 13,054 8,377 8,458 7,137

35 33 28
9,984 3,858 4,043 5,569 3,649 4,101 4,579
62 35 22 38 28 51

3,943 3,754
5 9 3 19 7 5 6 7 7

1,215 2,224 642 4,978 1,881 1,196 1,399 1,715 1,845
6 7 7

377 168 259 112 28 0 0
5 9 3 19 7 5

113 234
2 1 1 0 0 0 0 0 1
3 0 130 17 1 4 0 29 17

0 0 0
0 0 0 91 549 6 0
0 0 1 0 0 0

0 0
0 0 0 0 2 0 0 0 0

5,581 5,079 1,465 4,070 3,551 6,120 3,722 4,277 3,329
15 17 13

1,436 411 389 642 219 1,438 1,031
22 20 6 16 14 24

905 663
6 2 2 3 1 6 4 4 3

155 68 130 95 14 2,833 76 238 54

2,003 880 760 2,113

0 1 0
2,442 2,207 329 785 525 4,032 3,721

1 0 1 0 0 11
1,044 372

2
1,022 159 345 82 103 145 102 87 83
10 9 1 3 2 16 15 4

中

210
6 4

675 69 355 5 499 5,653 437 143

2,111 707 616
47 1 23 4 20 49 47

11,516 733
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１　障害者総合支援法に関する主な事業

障害者地域活動ホーム
運営事業

障害児・者の地域での生活を支援する拠点として「障害者地域活動ホーム」を設置するとともに、事業
委託及び運営費助成を行います。【予算概要15】

精神障害者生活支援セ
ンター運営事業

精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加の促進を図るため、日常生活の支援、相談、地域における交
流活動の促進等を行う施設の運営を行います。【予算概要15】

地域活動支援センター
障害者地域作業所型等
運営事業

障害者が地域の中で創作活動や生産的活動、社会との交流などを行う地域活動支援センター障害者地域
作業所型等に対して助成を行います。【予算概要15】

障害者自立生活アシス
タント事業

地域で生活する単身等の障害者に対し、地域活動ホーム、生活支援センター等に配置した専任の支援職
員による支援を行い、地域生活の継続を図ります。【予算算概要15】

障害者グループホーム
設置運営事業

日々の生活の場であるグループホームにおいて、障害者が世話人（職員）から必要な支援を受けながら
地域で自立した生活を送ります。【予算概要16】

障害者相談支援事業
計画相談の対象範囲を広げるとともに、障害者地域活動ホーム等に配置された専任職員が、障害者が地
域で自立して暮らすために生活全般にわたる相談に対応します。【予算概要17】

居宅介護事業
身体介護や家事援助、移動介護等を必要とする障害児・者が、ホームヘルプサービスやガイドヘルプ
サービスを利用して、在宅生活を送れるように支援します。【予算概要18,19】

生活援護事業（補装
具・日常生活用具）

身体障害児・者の身体機能を補う用具、日常生活の便宜を図るための各種用具の給付等を行います。

重度障害者入浴サービ
ス事業

在宅での入浴が困難な重度障害者に、施設入浴及び訪問入浴を行うことで、入浴の機会を提供します。

精神障害者医療費公費
負担事業

精神障害者の適正な医療を普及するため通院医療費の一部を公費負担するほか、措置入院に要する費用
を公費負担します。

障害者支援施設等自立
支援給付費

障害者が障害福祉サービス等を利用することで、日常生活の自立に向けた支援を受けたり、就労に向け
た訓練を行います。

障害児・者短期入所事
業

疾病等により家族が介助できない場合や疲労回復を図る場合に、障害児・者が施設等を利用することで
在宅生活を支援します。

２　その他の事業

発達障害者支援体制整
備事業

市内の発達障害児・者について、ライフステージに対応する支援体制を整備し、発達障害児・者の福祉
の向上を図ります。【予算概要17】

障害者就労支援事業
障害者の就労支援を行う就労支援センターの運営費の助成を行います。また、障害者の就労の場の拡大
等の事業を行います。【予算概要20】

重度障害者医療費助成
事業

重度障害者に対し、保険診療の自己負担分を援助します。【予算概要22】

自殺対策事業
地域自殺対策情報センターや区局による自殺対策を強化するとともに、関係機関や庁内関係部署との連
携による総合的な自殺対策に取り組みます。【予算概要23】

精神科救急医療対策事
業等

神奈川県、川崎市、相模原市との協調体制のもと、受入協力医療機関の空床確保に必要な助成等を行い
ます。【予算概要24】

心身障害者扶養共済事
業

障害者を扶養している保護者が毎月一定の掛金を納め、保護者死亡時等に、障害者本人に終身定額の年
金を支給します。

自立生活移行支援助成
事業

障害者の地域生活、就労への移行等のために必要な支援をする事業所に事業経費を助成します。

Ⅲ　障害者施策の推進
　    ～障害福祉主要事業の概要～

そ
の
他
の
事
業

介
護
給
付
・
訓
練
等
給
付
・
地
域
生
活
支
援
事
業
等
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事業内容

在宅生活を支える地域の拠点を運営するとともに、
本人の生活力を引き出す支援の充実を図ることで、障

害者が地域で自立した生活を送れるよう、各事業を推

進していきます。

１　後見的支援推進事業 【中期】〈拡充〉

４億5,907万円

　地域の人や福祉従事者等が障害のある人の地域生

活を見守る仕組みを、地域をよく知る社会福祉法人

等と共に作っていきます。

新規２区開始　累計16区

２　多機能型拠点の運営

１億2,699万円

　重症心身障害児・者など、常に医療的ケアが必要

な人の地域での暮らしを支援するため、訪問看護サ

ービスや短期入所などを一体的に提供できる拠点を

２か所運営します。

３　障害者地域活動ホーム運営事業 57億8,837万円

　障害児・者の地域での生活を支援する拠点施設と

して生活支援事業や日中活動事業を行う「障害者地

域活動ホーム」に、運営費助成等を行います。

（１）社会福祉法人型 18か所

（２）機能強化型 23か所

４  精神障害者生活支援センター運営事業 ８億7,124万円

　精神障害者の社会復帰、自立等を図るため、日常生活の支援、相談、地域における

交流活動の促進等を行う生活支援センター18か所の運営費を助成します。

５　地域活動支援センター障害者地域作業所型等運営事業 46億1,394万円

（１）地域活動支援センター障害者地域作業所型等

　　地域活動支援センター障害者地域作業所型等に対し、運営費、借地・借家費等を

　助成します。（年度末設置見込み数）
　　身体・知的 102か所、精神 69か所（うち新規 身体・知的 ２か所、精神 ２か所）

（２）法定事業移行支援

　　地域活動支援センター障害者地域作業所型等から、障害福祉サービス事業へ移行

　する事業所に対し、移行支援補助金や借地・借家費等を助成します。

６　障害者自立生活アシスタント事業〈拡充〉 ２億9,885万円

　地域で生活する単身等の障害者に対し専任の支援職員（自立生活アシスタント）に

よる支援を行い、地域生活の継続を図ります。

　 　新規１か所開始　累計39か所

※ が付いている事業は「将来にわたるあんしん施策」を含む事業を示します。

６万円

本
年
度
の
財
源
内
訳

差 引 １億2,139万円

県 17億4,057万円

その他

15
障 害 者 の
地 域 生 活 支 援

本 年 度 121億5,846万円

前 年 度

34億8,114万円

120億3,707万円

国

市　費 69億3,669万円

あんしん 

あんしん 

あんしん 

あんしん 

あんしん 

あんしん 
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事業内容
　「障害者グループホーム」の設置及び運営を推進する

ことにより、障害者が地域で自立した生活を送れるよう

支援します。

また、さまざまなニーズに応える住まいの構築に向

け、多様な居住支援の方法について、検討を進めていき

ます。

１　設置費補助 ２億550万円

障害者プラン等に基づくグループホームの新設、

老朽化等による移転等にかかる費用を助成します。

新設　47か所

（うち７か所は障害児施設18歳以上入所者移行相当分）

移転　８か所

２　運営費補助等 110億146万円

グループホームにおける家賃、人件費等の一部を

補助することで、運営、支援の強化等を図ります。

698か所（Ａ型８、Ｂ型690） うち新規　47か所

（１）運営基本費（国基準＋加算）

ア　基本費

イ　夜間支援体制加算

（２）家賃補助（月額家賃1/2）

（３）設立等支援事業

（４）法定事業移行支援

３　スプリンクラー設置費補助 ３億6,804万円

平成27年４月より義務化される、スプリンクラーの設置にかかる費用を助成します。

（１）新設・移転グループホームにおけるスプリンクラー設置〈新規〉

　　　（Ｂ型23ホーム）

（２）既設グループホームにおけるスプリンクラー設置

　　　（Ａ型１ホーム、Ｂ型84ホーム）

４　実地指導強化事業 173万円

　グループホーム運営法人に対する経理面の調査機能強化により、運営状況や補助金の使

用について、効果的な指導を行います。

５　高齢化・重度化対応事業 5,693万円

　高齢化対応グループホーム事業をモデル実施し、重度化対応グループホーム事業を継

続実施します。

　また、既存のホームで必要となるバリアフリー改修に対し助成を行います。

６　住まいのあり方検討事業 <新規> 62万円

行動障害のある方の住まいのあり方を始め、障害児・者の住まい全体の効果的な仕組

みについて、調査・研究を行います。

また、それらの情報を基に、住まいのあり方について、当事者や家族も含めて検討す

る場を設置し、障害児・者が安心して地域で生活できる仕組みの構築を検討します。

51億7,278万円

差 引 22億　528万円

16
障害者グループホー
ム設置運営等事業

本 年 度 116億3,428万円

前 年 度 94億2,900万円

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 43億9,134万円

県 20億6,716万円

その他 300万円

市　費

あんしん 
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事業内容

１　障害者相談支援事業

　障害者が地域で暮らすために、生活全般にわたる相

談に対応するほか、適切なサービスの選択等を支援す

るため、相談事業を実施するとともに、地域での関係

機関とのネットワーク化を図ります。

（１）障害者地域活動ホーム    　18か所

（２）障害児・者福祉施設等　　　５か所

（３）発達障害者支援センター　　１か所

２　計画相談支援事業

　指定特定相談支援事業所が、障害者本人の希望を

踏まえたサービス等利用計画を作成し、ケアマネジメ

ントによるきめ細かな支援を行います。

　なお、27年４月以降は、障害福祉サービスを利用す

る全ての方にサービス等利用計画が必要となります。

３　発達障害者支援体制整備事業　　 651万円

　発達障害者の生活課題に対応するため、サポート

ホーム事業（生活アセスメント付き住居支援）を実施

し、一人暮らしに向けた準備支援を行います。

事業内容

　障害児･者がホームヘルプサービス及びガイドヘルプ

サービスを利用して在宅生活を送れるよう支援します。

１　障害者ホームヘルプ事業

（１）対象者

　身体介護や家事援助等を必要とする障害児・者及

び移動に著しい困難を有する視覚障害・知的障害・

精神障害児・者

（２）総利用時間見込

２　障害者ガイドヘルプ事業

（１）対象者

　単独で外出が困難な知的障害児･者、精神障害児

・者及び１～２級の肢体不自由児・者等

（２）総利用時間見込

（３）ガイドヘルパー確保・育成

ア　ガイドヘルパー等研修受講料助成

　資格取得のための研修受講料一部助成

イ　ガイドヘルパースキルアップ研修

　サービス提供責任者向け及びヘルパー現任者向

け研修

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 41億1,513万円

県 20億5,946万円

その他 204万円

市　費 48億7,123万円

前 年 度 108億7,987万円 17億455万円

差 引 １億6,799万円

668,820時間

18 居 宅 介 護 事 業

93億4,331万円

本 年 度 110億4,786万円

2,333,612時間

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 ２億5,536万円

県 １億2,768万円

その他 －

市　費 ４億7,550万円

前 年 度 ５億9,414万円

３億4,646万円

差 引 ２億6,440万円

17
障 害 者 の

相 談 支 援

５億557万円

本 年 度 ８億5,854万円

あんしん 

あんしん 
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事業内容

　障害者等の外出を促進するために、各事業を推進して

いきます。

１　特別乗車券交付事業　

　　市営交通機関、市内を運行する民営バス・金沢シー

　サイドラインを無料利用できる乗車券を交付します。

    利用者負担額（年額） 1,200円（20歳未満600円）

２　重度障害者タクシー料金助成事業　

　  公共交通機関の利用が困難な重度障害児・者に、福

  祉タクシー利用券を交付します。

（１）助成額　 １枚500円

（２）交付枚数 年84枚（１乗車で複数枚使用可）

 ※人工透析へ週３回以上通う腎臓機能障害者は年168枚

３　障害者ガイドヘルプ事業　 17億455万円

〈19ページの18の２の再掲〉

　  重度の肢体不自由、知的障害、精神障害のある障害

　児・者等が外出する際に、ヘルパーが付き添います。

（１）日常生活上必要な外出、余暇活動への外出支援

（２）通学・通所支援

（３）ガイドヘルパー等の研修受講料助成　　等

４　ガイドボランティア事業　
　　視覚障害や肢体不自由、知的障害、精神障害のある障害児・者が外出する際に、ボラ

　ンティアが付き添い等を行います。
（１）日常生活上必要な外出、余暇活動への外出支援

（２）通学・通所への支援、通学の見守り支援

（３）ガイドボランティア研修の実施

５　移動情報センター運営等事業 【中期】〈拡充〉

　移動に困難を抱える障害者等からの相談に応じて情報提供を行うとともに、ガイドボ

ランティア等の発掘・育成を行うセンターを引き続き運営します。また、29年度までに

市内のどの地域でも移動の支援を効果的に利用できるよう、全区での窓口開設を目指し

、順次拡大を図ります。 新規３区開設予定　累計12区

６　タクシー事業者福祉車両導入促進事業

　　タクシー事業者がユニバーサルデザインタクシー（福祉車両）を導入する際の費用の

　一部を助成します。

７　ハンディキャブ事業

　　車いすでの乗車が可能なハンディキャブ（リフト付小型車両）の運行サービス、車両

　の貸出及び運転ボランティアの紹介を行います。（運行車両６台・貸出車両２台）

８　障害者施設等通所者交通費助成事業

　　施設等に通所の身体・知的・精神障害児・者及び介助者へ通所の交通費を助成します｡

９　自動車運転訓練・改造費助成事業

　中重度障害者が運転免許を取得する費用の一部や、重度障害児・者本人及び介護者が

使用する自動車改造費・購入費の一部を助成します。

6,571万円

３億1,814万円

1,810万円

その他 5,993万円

市　費 39億5,206万円

7,114万円

差 引 １億6,916万円

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 ８億5,320万円

県 ４億2,850万円

192万円

19
障 害 者 の

移 動 支 援 25億6,741万円

本 年 度 52億9,369万円

前 年 度 51億2,453万円

４億6,775万円

7,897万円

あんしん 

あんしん 

あんしん 

あんしん 

あんしん 

あんしん 
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事業内容
　国や県の動向を踏まえ、市民に最も身近な自治体と

して、きめ細やか、かつ先駆的な施策を障害者と企業

の双方に展開し、障害者の就労機会の拡大を図ります。

１　障害者就労支援センター運営事業

【中期】〈拡充〉 ３億179万円
　　障害者の就労・定着支援等を行う障害者就労支援

　センターの運営を行い、就労を希望している障害者

　への継続した支援を関係機関等と連携して行います。

　　また、増加する就労支援ニーズに対応するため、

　就労支援センターの体制強化を図ります。

　　・障害者就労支援センターの運営　９か所

２　よこはま障害者共同受注総合センターの運営

【中期】〈新規〉 1,797万円

　　　市内障害者施設等の作業種別など受注に関する情

報を集約し、企業等から障害者施設への受注促進や

自主製品の販路拡大などにかかる包括的なコーディ

ネートを行うセンターを開所します（平成27年４月

開所予定）。

３　障害者雇用の理解促進及び就労支援ネットワークの構築 491万円

（１）啓発事業

　　　企業向けのセミナーや障害者等を対象としたシンポジウムの開催及び障害者施設等

　　職員を対象とした企業研修を実施するなど、障害者雇用の啓発を進めていきます。

（２）福祉と企業をつなぐ人材の確保

　　　地域における就労支援機関・障害者施設・教育機関・労働行政・企業等とのネット

　　ワーク形成を行います。

（３）障害者雇用事例紹介

　　　障害者雇用において、働きやすい職場環境づくりや独自の工夫をしている企業等の

　　取り組みをWEBページ等で広く紹介することで、企業や社会全体における障害者雇用

　　への理解を進めます。

４　障害者雇用事業 306万円

　　精神障害者等の雇用により、事務分野での雇用拡大に向けた検証を行い、本市におけ

　る障害者雇用の理解促進及び全庁的な雇用制度の検討を行います。

５　ふれあいショップ事業 674万円

　　障害者の就労の場の確保と市民への障害者理解を広めるため、公共施設内で飲食物の

　提供及び障害者施設等の自主製品を販売する店舗「ふれあいショップ」を運営するとと

　もに、店舗での雇用を通じた就労訓練により、企業等への一般就労を促進します。

　　・ふれあいショップ　市内11か所

差 引 2,958万円

20
障 害 者 の
就 労 支 援

本 年 度 ３億3,447万円

前 年 度 ３億  489万円

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 －

県 －

その他 15万円

市　費 ３億3,432万円



－22－

事業内容

１　障害者施設整備事業〈拡充〉 13億1,297万円

　障害者が地域において自立した日常生活を送るた

め、必要な支援を提供する施設を整備する法人に対

し、設計費及び建設費等の助成を行います。

　また、耐震構造に問題があり、老朽化が著しい施設

は、建替え等による整備を行い、入所者等の安全確保

と安定した支援等を行うための施設環境を改善し、入

所者等の地域生活への移行を推進します。

　なお、実勢価格を反映した補助単価の引き上げを行

います。27年度新規募集分からは償還金助成制度を見

直し、わかりやすい制度にします。

（１）障害者施設整備（設計・建設）　１か所

・多機能型拠点（瀬谷区）

設計…27年度完了予定

建設…27年度着手、28年度完了予定

（２）障害者施設耐震対策（建設）　２か所

・保土ケ谷区、旭区…28年度完了予定

２　障害者地域活動ホーム整備事業 １億686万円

　社会福祉法人が施設整備のために借り入れた特定資

金の償還に対して補助を行います。

事業内容
１　重度障害者医療費助成事業 104億4,433万円

重度障害者に対し、保険診療の自己負担分を助成し

ます。

（１）対象者

　　次のいずれかに該当する方

　ア　身体障害１・２級　

　イ　IQ35以下

　ウ　身体障害３級かつIQ36以上IQ50以下

　エ　精神障害１級（入院を除く）

（２）対象者数見込

　ア　被用者保険加入者　　　　　15,196人

　イ　国民健康保険加入者　　　　18,621人

　ウ　後期高齢者医療制度加入者　21,897人

　　　　　　　　　　　　　計　　55,714人

２　更生医療給付事業 51億3,893万円

　　　身体障害者が障害の軽減や機能回復のための医療を

　　受ける際の医療費の一部を公費負担します。

（１）対象者

　　18歳以上の身体障害者手帳を交付されている方

（２）対象者数見込　　 　　 　 1,877人

△１億9,264万円

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 25億6,735万円

その他 25億4,869万円

県 45億3,096万円

市　費 59億3,626万円

13億6,480万円

22
重 度 障 害 者

医 療 費 助 成 事 業

本 年 度 155億8,326万円

前 年 度 157億7,590万円

市　費

差 引

差 引 △10億3,157万円

県 －

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 5,486万円

その他 17万円

21
障 害 者 施 設
整 備 事 業

本 年 度 14億1,983万円

前 年 度 24億5,140万円

あんしん 
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事業内容
社会問題である自殺への対策として、関係機関や庁内

関係部署との連携により総合的に推進します。

【中期】
１　地域連携 1,678万円
（１）講演会の開催、パンフレット等での普及啓発活動

（２）人材育成研修

　　関係機関職員や地域支援者を対象に、自殺のおそ

　れがある人の早期発見・早期対応の中心的役割を担

　う人材(ゲートキーパー)養成研修等を行います。

（３）区局による推進

　　地域特性に合わせた区の取組を強化するとともに、

　自殺の背景にある様々な社会的要因に対応するため、

　全庁的な取組を推進します。

２　地域自殺対策情報センター運営 1,151万円

　地域における関係機関の連携推進や人材育成の拠点

として、連絡調整会議や研修を開催し、自殺対策の総

合的な支援体制の強化を図ります。

３　自死遺族支援等 726万円

　電話相談や分かち合いの場（集い）の実施を通して

自死遺族の支援等を行います。

事業内容

１　精神科救急医療対策事業 ２億7,022万円

　　県及び県内他政令市と協調体制のもと、受入協力医

　療機関の空床確保に必要な助成等を行い、精神科救急

　医療を実施します。

（１）精神科救急医療の受入体制〈拡充〉

　　　患者家族等からの相談や、精神保健福祉法に基づ

　　く申請・通報・届出に対応する体制を確保します。

また、新たに夕方から夜間にかけて受入病院を確

保し、体制を強化します。（平日週２回）

（２）精神科救急医療情報窓口

　　　本人、家族及び関係機関からの相談に対し、病状

　　に応じて適切な医療機関を紹介する情報窓口を夜間

　　・深夜・休日に実施します。

（３）精神科身体合併症転院受入病院（全３病院14床）

　　　精神科病院に入院しており、身体疾患の治療が必

　　要となった方の入院治療に対して、適切な医療機関

　　での受入が可能な体制を確保します。

２　精神科救急協力病院保護室整備事業

369万円

　　　整備費の一部を補助することにより、保護室整備を

　　促進し、精神科救急患者の受入状況を改善します。

512万円

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 3,808万円

県 －

その他 22万円

市　費 ２億3,561万円

932万円

24
精 神 科 救 急
医 療 対 策 事 業

本 年 度 ２億7,391万円

前 年 度 ２億6,879万円

市　費

差 引

差 引 △640万円

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 619万円

県 2,000万円

その他 ４万円

23 自 殺 対 策 事 業

本 年 度 3,555万円

前 年 度 4,195万円
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○横浜市精神保健福祉審議会条例  

平成 8 年 3 月 28 日  

条例第 12 号  

横浜市精神保健福祉審議会条例をここに公布する。  

横浜市精神保健福祉審議会条例  

(設置 ) 

第 1 条  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和 25 年法律

第 123 号 )第 9 条第 1 項の規定に基づき、横浜市精神保健福祉審議会

(以下「審議会」という。 )を設置する。  

(平 18 条例 8・全改 ) 

(組織 ) 

第 2 条  審議会は、委員 20 人以内をもって組織する。  

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。  

(1) 精神保健又は精神障害者の福祉に関し学識経験のある者  

(2) 精神障害者の医療に関する事業に従事する者  

(3) 精神障害者の社会復帰の促進又はその自立及び社会経済活動へ

の参加の促進を図るための事業に従事する者  

3 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨

時委員若干人を置くことができる。  

4 臨時委員は、当該特別の事項に関係のある者のうちから市長が任命

する。  

(平 18 条例 8・追加 ) 

(委員の任期 ) 

第 3 条  委員の任期は、3 年とする。ただし、委員が欠けた場合にお

ける補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

2 委員は、再任されることができる。  

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したと

きまでとする。  

(平 18 条例 8・追加 ) 

(会長及び副会長 ) 

第 4 条  審議会に、会長及び副会長 1 人を置く。  

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。  

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。  

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠け

たときは、その職務を代理する。  

(平 18 条例 8・旧第 2 条繰下 ) 

hashimoto
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(会議 ) 

第 5 条  審議会の会議は、会長が招集する。  

2 審議会の会議は、委員 (特別の事項を調査審議する場合にあっては、

そのために置かれた臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以

上の出席がなければ開くことができない。  

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のとき

は、会長の決するところによる。  

(平 18 条例 8・旧第 3 条繰下 ) 

(分科会 ) 

第 6 条  審議会に、分科会を置くことができる。  

2 分科会の委員は、審議会の委員のうちから、会長が指名する。  

3 分科会に、分科会長を置き、分科会長は、分科会の委員の互選によ

って定める。  

(平 23 条例 50・追加 ) 

(部会 ) 

第 7 条  審議会に、部会を置くことができる。  

2 部会の委員は、審議会の委員のうちから、会長が指名する。  

3 部会に、部会長を置き、部会長は、部会の委員の互選によって定め

る。  

(平 18 条例 8・旧第 5 条繰下、平 23 条例 50・旧第 6 条繰下 ) 

(幹事 ) 

第 8 条  審議会に、幹事を置く。  

2 幹事は、横浜市職員のうちから市長が任命する。  

3 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について委員を補佐す

る。  

(平 18 条例 8・旧第 6 条繰下、平 23 条例 50・旧第 7 条繰下 ) 

(庶務 ) 

第 9 条  審議会の庶務は、健康福祉局において処理する。  

(平 17 条例 117・一部改正、平 18 条例 8・旧第 7 条繰下、平 23 条例

50・旧第 8 条繰下 ) 

(委任 ) 

第 10 条  この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な

事項は、会長が審議会に諮って定める。  

(平 18 条例 8・旧第 8 条繰下、平 23 条例 50・旧第 9 条繰下 ) 

附  則  

(施行期日 ) 



1 この条例は、平成 8 年 4 月 1 日から施行する。  

(経過措置 ) 

2 この条例の施行後最初の審議会の会議は、市長が招集する。  

附  則 (平成 17 年 12 月条例第 117 号 )抄  

(施行期日 ) 

1 この条例は、規則で定める日から施行する。  

(平成 18 年 2 月規則第 9 号により同年 4 月 1 日から施行 ) 

附  則 (平成 18 年 2 月条例第 8 号 ) 

(施行期日 ) 

1 この条例は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。  

(経過措置 ) 

2 この条例の施行の日 (以下「施行日」という。)において、障害者自

立支援法 (平成 17 年法律第 123 号 )附則第 45 条の規定による改正前

の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和 25 年法律第 123

号 )第 10 条第 3 項の規定により横浜市精神保健福祉審議会の委員 (以

下「委員」という。)に任命されている者は、この条例による改正後

の横浜市精神保健福祉審議会条例第 2 条第 2 項の規定により任命さ

れた委員とみなす。  

3 施行日において、委員に任命されている者に係る任期は、平成 20

年 3 月 31 日までとする。  

附  則 (平成 23 年 12 月条例第 50 号 )抄  

(施行期日 ) 

1 この条例は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。  

 



横浜市精神保健福祉審議会運営要領 
            最近改正 平成 25 年４月 15 日健障企第 726 号（局長決裁） 

 （目的） 
第１条 この要領は、横浜市精神保健福祉審議会条例（平成８年３月横浜市条例第 12 号。 

以下「条例」という。）第９条の規定に基づき、横浜市精神保健福祉審議会（以下「審議

会」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 
 （議事日程） 
第２条 審議会の会長（以下「会長」という。）は、審議会の議事日程を定め、あらかじめ

審議会の委員（以下「委員」という。）に通知するものとする。ただし、急を要する場合

は、この限りでない。 
２ 会長が必要と認めるとき、又は委員からの発議があったときは、会長は、会議に諮り、

討議を行わないで、議事日程を変更することができる。 
 （開会等） 
第３条 審議会の開会、閉会、中止等は、会長がこれを宣告する。 
２ 会長は、開会の宣告後、会議の定足数を確認するものとする。 
３ 会長は、委員の出席数が定数に満たないとき、又は会議中出席者数が定足数を欠けた 

ときは、延会又は休憩を宣告するものとする。 
 （議事の運営） 
第４条 議事の運営は、前回の会議録の承認、報告、説明、質疑、討論及び議決の順序に 

よる。ただし、会長が必要と認める場合は、この限りでない。 
 （発言及び採決） 
第５条 会議において発言しようとする者は、会長を呼び、会長の許可を得た上、簡潔に、

かつ議題に即して発言するものとする。 
２ 会長は、質疑及び討論の終結を宣告しようとするときは、会議に諮り、討議を行わな 

いで、これを決定するものとする。 
３ 会長は、採決するときは、その旨を宣告するものとする。 
 （会議録） 
第６条 審議会は、会議録を作成するときは、次の事項を記録するものとする。 
  ( 1 )  開会及び閉会に関する事項並びに開催年月日時 
  ( 2 )  出席委員及び欠席委員の氏名 
  ( 3 )  議事日程等 
  ( 4 )  議案に関する議事及び議決の状況 
  ( 5 )  議案及び関係資料 
  ( 6 )  その他審議会が必要と認める事項 
２ 前項の場合において、会議録は、審議経過、結論等が明確となるよう作成し、審議会 

の会議において確認を得るものとする。ただし、非公開の会議に係る会議録の確認を得

る場合、又は次回の会議開催まで１か月以上を要する場合は、各委員への持ち回り又は

会長があらかじめ指名した者により、確認を得るものとすることができる。 
 （分科会） 
第７条 条例第６条の規定に基づき設置する分科会に副分科会長を置くことができる。副
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分科会長は分科会の委員の互選により定める。 

２ 副分科会長は、分科会長を補佐し、分科会長に事故があるとき、又は分科会長が欠けた 

ときは、その職務を代行する。 

３ 条例第６条第２項により会長が指名する分科会の委員には、条例第２条第２項第２号に 

規定する者のうちから、分科会に必要な精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 18 

条に定める精神保健指定医の資格を有するものを含めることが望ましい。 

４ 分科会には、分科会委員のほかに外部委員を置くことができる。 

（分科会の開催） 

第８条 条例第６条第３項の規定に基づき選ばれた分科会長は、分科会の会務を総括する。 

２ 分科会の議事は、分科会の議決をもって決する。 

３ 分科会の議事内容は、分科会長が障害企画課長に報告する。また、障害企画課長は、分 

科会長から報告を受けた内容を審議会において報告する。 

（部会） 

第９条 条例第７条の規定に基づき設置する部会に副部会長を置くことができる。副部会

長は部会の委員の互選により定める。 

２ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、 

その職務を代行する。 

３ 部会には、会長の指名により部会委員以外のものを出席させ、意見を求めることができ 

る。 

（部会の開催） 

第 10条 部会の会議は、必要に応じ、部会長が招集し、その議長となる。 

２ 部会の会議は、部会の委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。 

３ 部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところ

による。 

４ 部会の議事内容は、部会長が障害企画課長に報告する。また、障害企画課長は、部会

長から報告を受けた内容を審議会において報告する。 

 （会議の公開） 

第 11条 審議会の会議は、公開とする。 

２ 審議会の会議の傍聴を希望する者は、会議の受付で氏名及び住所を記入し、係員の指 

示により、傍聴席に入るものとする。 

３ 傍聴定員は、申し込み先着順とする。 

 （会議資料の配付） 

第 12 条 審議会の会議を公開するときは、会議を傍聴する者（以下「傍聴者」という。） 

に会議資料を配付する。この場合において、傍聴者に配付する会議資料の範囲は、会長

が定める。 

 （秩序の維持） 

第 13条 傍聴者は、会場の指定された場所に着席するものとする。  

２ 傍聴者は、会場において、写真撮影、録画、録音等を行ってはならない。ただし、会 

長が許可した場合は、この限りでない。 

３ 危険物を持っている者、酒気を帯びている者その他会長が会議の運営に支障がある  

と認める者は、会場に立ち入ってはならない。 



 （会場からの退去） 

第 14条 会長は、傍聴者が会議の進行を妨害する等、会議の運営に支障となる行為をする 

ときは、当該傍聴者に会議の運営に協力するよう求めるものとする。この場合において、

会長は、当該傍聴者がこれに従わないときは、会場からの退去を命じることができる。 

 （会議の非公開） 

第 15 条 横浜市の保有する情報の公開に関する条例（平成 12 年２月横浜市条例第１号） 

第 31条ただし書の規定により会議を非公開とするときは、会長は、その旨を宣告するも

のとする。 

２ 会長は、委員の発議により会議を非公開とするときは、各委員の意見を求めるものと 

する。 

３ 会議を非公開とする場合において、会場に傍聴者等がいるときは、会長は、その指定 

する者以外の者及び傍聴者を会場から退去させるものとする。 

 （幹事） 

第 16条 条例第８条に定める幹事は、健康福祉局障害福祉部長が行う。  

 （庶務） 

第 17条 審議会の運営に必要な事務は、健康福祉局障害福祉部障害企画課において処理す

る。 

 （委任） 

第 18条 条例及びこの要領に定めるもののほか、審議会、分科会及び部会の運営に関 
し必要な事項は、それぞれの会の議決を経て、それぞれの長が定める。 

 

   附 則 

１ この要領は、平成８年４月 15日から施行する。 

   附 則 

１ この要領は、平成 12年 11月 29日から施行する。 

      附 則 

１  この要領は、平成 14年４月１日から施行する。 

      附 則 

１ この要領は、平成 15年３月 15日から施行する。 

   附 則 

１ この要領は、平成 18年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、平成 19年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、平成 25年４月 15日から施行し、平成 24年４月１日から適用する。 



平成 27 年３月 20 日 

 

精神障害者の住まいに関する検討部会（仮称）設置について(案) 

 

１ 提案 

  平成 27 年４月からスタートする「第３期横浜市障害者プラン」において、新規事業であ

る「民間住宅の入居促進」などを始め、障害者の住まいのあり方について必要とされる支

援などを整理し、支援体制のある生活の仕組みづくりについて、検討を進めることとなり

ました。 

つきましては、精神障害者の住まいに関する検討を行う部会ついて、これまで退院促進

等に取り組んできた横浜市精神保健福祉審議会の下部組織として設置する方向

で調整したいと考えております（横浜市精神保健福祉審議会条例第 7 条）。 

なお、設置に当たっては、３月 26 日（木）に開催される横浜市障害者施策

推進協議会にて了承される必要があります。 

 

 

２ 検討部会委員のイメージ 

 ・検討部会の委員は、審議会の委員から会長が指名 

・学識経験者、精神科医、当事者団体、支援者などから５、６名程度 

・必要に応じて、外部の専門家を会議に参加させ、意見を求めることが出来る 

 

 

３ 今後のスケジュール 

 ・４月  メンバーの選出 

 ・５月～ 検討部会の開催 

 ・８月  精神保健福祉審議会へ報告 

 ・９月  検討部会の開催（→28 年度予算案に反映） 

 

４ 参考  

○精神保健福祉審議会条例（抜粋） 

(部会) 

第 7 条 審議会に、部会を置くことができる。 

2 部会の委員は、審議会の委員のうちから、会長が指名する。 

3 部会に、部会長を置き、部会長は、部会の委員の互選によって定める。 

○横浜市精神保健福祉審議会運営要領（抜粋） 

 （部会）  

第７条  （略） 

  ３ 部会には、会長の指名により部会委員以外のものを出席させ、意見を求めることができ

る。  

議題２ 当日追加資料


	第2回精神保健福祉審議会次第
	委員名簿
	議題１　資料１
	補足資料
	参考資料１
	参考資料２
	参考資料３

	資料２
	補足資料

	資料３
	資料４
	資料５
	資料６
	資料７
	議題２　当日追加資料

	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_3: 


